
 

 

 

職 員 の 服 務 の 宣 誓 に 関 す る 条 例 及 び 広 島 県 公 安 委 員 会 の 委 員 の 服 務 の 宣 誓 に 関 す る 条 例

の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。  

  令 和 四 年 三 月 二 十 二 日  

                       広 島 県 知 事 湯  﨑  英  彦  

広 島 県 条 例 第 六 号 

職 員 の 服 務 の 宣 誓 に 関 す る 条 例 及 び 広 島 県 公 安 委 員 会 の 委 員 の 服 務 の 宣 誓 に 

関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

（ 職 員 の 服 務 の 宣 誓 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 一 条 職 員 の 服 務 の 宣 誓 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 六 年 広 島 県 条 例 第 五 号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。 

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う

に 改 正 す る 。 

改 正 後 改 正 前 

 

（ 服 務 の 宣 誓 ） 

第 二 条 新 た に 職 員 と な つ た 者 は 、 次 の 各 号 の

区 分 に 従 い 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 宣 誓

書 に 記 名 し 、 任 命 権 者 に 提 出 し て か ら で な け

れ ば 、 そ の 職 務 を 行 つ て は な ら な い 。 
 

一 ― 三 （ 略 ） 
 

 

（ 服 務 の 宣 誓 ） 

第 二 条 新 た に 職 員 と な つ た 者 は 、 任 命 権 者 又

は 任 命 権 者 の 定 め る 上 級 の 公 務 員 の 面 前 に お

い て 、 次 の 各 号 の 区 分 に 従 い 、 そ れ ぞ れ 当 該

各 号 に 定 め る 宣 誓 書 に 署 名 し て か ら で な け れ

ば 、 そ の 職 務 を 行 つ て は な ら な い 。 

一 ― 三 （ 略 ） 
 

（ 広 島 県 公 安 委 員 会 の 委 員 の 服 務 の 宣 誓 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 二 条 広 島 県 公 安 委 員 会 の 委 員 の 服 務 の 宣 誓 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 広 島 県 条 例 第

三 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う

に 改 正 す る 。 

改 正 後 改 正 前 

 

（ 服 務 の 宣 誓 ） 

第 二 条 新 た に 委 員 と な つ た 者 は 、 別 記 様 式 に

よ る 宣 誓 書 に 記 名 し 、 知 事 に 提 出 し て か ら で

な け れ ば 、 そ の 職 務 を 行 つ て は な ら な い 。 

 

（ 服 務 の 宣 誓 ） 

第 二 条 新 た に 委 員 と な つ た 者 は 、 知 事 の 面 前

に お い て 、 別 記 様 式 に よ る 宣 誓 書 に 署 名 し て

か ら で な け れ ば 、 そ の 職 務 を 行 つ て は な ら な

い 。 
 

   附 則 

 こ の 条 例 は 、 令 和 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 


